
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故を起こす前に 

ＨＩＶ感染予防薬について必要性、副作用、危険性を理解しておく必要があります。 

あらかじめ各説明書をご参照の上、事故時には自己決定のもと迅速行動が望まれます。 

 

事故が起こったら 

受傷部の洗浄と所属施設責任者への報告を急いでください。 

 

ＨＩＶ感染予防薬内服を決定した時点で当院へ電話をしてください。 

    

フローに従って必要書類の準備を他職員と協力して迅速に行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

必要書類①のみをＦＡＸ送信してください。 

ＦＡＸ受信後、すみやかに受診手続きを開始いたします。 

   妊娠検査を当院で希望される場合は電話でお伝えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIV感染予防薬内服のための 

留萌市立病院受診の手引き 
                       2016.6 作成 

留萌市立病院 

TEL（0164）49-1011 平日→医療連携係（内線 1030） 

           夜間・休日→救急外来 

FAX（0164）42-1735（地域医療連携室専用） 

必要書類（受診時に持参すること） 

① 依頼書（様式２） 

② HIV感染予防薬内服同意書（様式３） 

③ HIV感染予防薬受領書（様式４） 


